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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期
第３四半期
連結累計期間

第63期
第３四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日

自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日

自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日

売上高（百万円） 65,452 80,330 92,087

経常利益（百万円） 906 3,691 1,358

四半期純利益又は四半期（当期）純損失

（△）（百万円）
△1,666 2,971 △1,621

四半期包括利益又は包括利益（百万円） △2,075 3,374 △1,948

純資産額（百万円） 34,837 38,078 34,963

総資産額（百万円） 84,046 88,813 87,222

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期（当期）純損失金額（△）（円）
△33.53 59.79 △32.63

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 39.3 40.5 37.8

　

回次
第62期
第３四半期
連結会計期間

第63期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日

自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

１株当たり四半期純損失金額（△）（円） △48.11 △10.91

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）を含めておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

４．第62期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」　

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。 

 

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、世界経済の減速により輸出関連が伸び悩み、企業動向、雇用

関連と悪化リスクがにわかに増大し、不安定な状況で推移しました。

　このような経営環境のもと、当社グループは、年初より取り組んでおります、首都圏の大型新築ビルの移転需要の

取り込み、医療、教育、公共分野における販売拡大、チャネル販売の強化を引き続き推進しました。いずれの分野に

おいても顧客の経営課題、職場環境における問題を解決するべく、ソリューション提案を展開しております。

　今後の見通しとしては、景気の失速感はありますが、引き続き生産拠点の再編でコスト削減を一層進め、海外戦略

においても新商品の開発など積極的にすすめ、着実に高収益体制と攻めの体制を固めてまいります。　

　業績につきましては、売上高は803億30百万円（前年同期比22.7％増）、営業利益は33億67百万円（前年同期比

601.4%増）、経常利益は36億91百万円（前年同期比307.5％増）、四半期純利益は29億71百万円（前年同期は16億

66百万円の四半期純損失）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

[オフィス関連事業]

　この事業につきましては、首都圏を中心とした新築大型ビルの移転、リニューアル需要が増加し、当社の得意とす

るトータル提案の展開で、着実にそれらを取り込んだことにより販売を牽引しました。多様化するワークスタイル

への対応や地球環境に配慮した商品の提供に加え、顧客の経営課題解決に向けたソリューション提案を展開し高

い評価をいただきました。また、医療関連、教育関連の分野への需要開拓も堅調で前年を大きく上回る成果を上げ

ました。　

　業績につきましては、売上高387億34百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益26億35百万円（前年同期比95.1％

増）となりました。

[設備機器関連事業]

　この事業につきましては、オフィス関連事業との連携で、建材、物流設備、セキュリティ設備におけるソリュー

ション型営業の展開に注力し、総合的な提案力で、当社の強みを最大限に活かしたトータル受注の拡大に努力して

まいりました。

　研究設備分野では、資本・業務提携を行った株式会社ダルトンとの協働によりソリューション営業を展開し、体

制の強化をはかるためにエンジニアリング組織の拡充に努め人員を強化した結果、事業統合によるシナジー効果

も現れ、堅調に推移しました。

　商業設備分野においては、顧客ニーズに対応した店舗作り、省エネ、安全、安心な環境の提案を積極的に展開し、順

調に推移しております。

　業績につきましては、売上高391億18百万円（前年同期比46.3％増）、営業利益７億28百万円（前年同期は７億17

百万円の営業損失）となりました。　

[その他]

　この事業のホーム家具分野の中核であります学習用家具は、お客様のライフスタイルによって購入時期を選ぶと

いう年間需要の商材になってきております。これに対応し、お客様が実際の使用場面をイメージして購入を決定さ

れる傾向を踏まえ、「空間を重視した商品選び」に対応できる製品やサービスを展開いたしました。また、購入形

態の多様化にも対応し、今後はＷｅｂによる販売も強化していく予定です。

　業績につきましては、売上高24億77百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益３百万円（前年同期は１億52百万円

の営業損失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて15億91百万円増加し、888億13百万円となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金が38億77百万円減少したものの、現金及び預金が72億89百万円増加した

ことによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べて15億23百万円減少し、507億35百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が22億３百万円減少したことによるものです。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて31億14百万円増加し、380億78百万円となりました。これは主に、利益剰余金

が27億23百万円、その他有価証券評価差額金が２億50百万円それぞれ増加したことによるものです。また、自己資

本比率は前連結会計年度末から2.7ポイント上昇し40.5％となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３

号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。）を定めており、その内容等は次のとおりであります。

Ⅰ．基本方針の内容

　当社は、平成20年２月18日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針を下記のとおり定めております。

　当社はその株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否

かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は、大量取得行為

であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

　しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社

の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案

するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少な

くありません。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業

価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を

毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当では

ないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組みの概要

１．企業価値の源泉について

　当社は、明治23年（1890年）に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成と続く時代の変遷の中で、着実

な足どりで日本経済の歴史とともに歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、昭和

25年（1950年）には製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い発展してまいりましたが、平成17年

（2005年）６月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として生まれ

変わりました。お客様のニーズをよりスピーディーに反映させる市場中心主義を徹底し、さらなる飛躍と持続的

な成長を目指して、つねに創業時代の精神に立ちかえり、たゆまぬ挑戦を続ける当社の企業価値の源泉は、「コラ

ボレーション＆ソリューション提案力」「製販一体化による顧客ニーズ対応力」「老舗でありながら新進気鋭

のブランド力」「企業文化・風土」の４点の結びつきにより生み出されるものであるといえます。

　以上の企業価値の創出は、いずれも当社とステークホルダーとの中長期的かつ良好な信頼関係があって初めて

実現できるものです。当社にとってお客様、お取引先様、代理店様及び従業員との良好な関係を築き、維持するこ

とが最大の企業価値の源泉であるといえます。
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２．企業価値向上のための取組みについて

　当社は、上記１．のとおりの当社の企業価値の源泉を踏まえて、平成17年（2005年）６月の製販統合時に中期経

営計画「2008年ビジョン」を策定以降、それぞれ平成20年（2008年）、平成22年（2010年）を初年度とする３ヵ

年の中期経営計画を策定し、経営努力を継続することにより、当社の企業価値向上に邁進してまいりました。ま

た、平成23年（2011年）より過年度の実績及び経営環境の変化等を踏まえ、３ヵ年の中期経営計画を１年ごとに

更新を行うローリング方式を採用し、中期経営計画「ローリングプラン2013」を策定いたしましたが、今回

「ローリングプラン2013」をベースに数値目標の修正を含めた全体的な見直しを行い、現在取り組みを進めてい

る諸施策が結実する節目であり、また創業125年を迎える平成27年（2015年）を展望し、平成24年（2012年）から

2015年までの４ヵ年の中期経営計画「ローリングプラン2015」を策定いたしました。今回のローリングプランで

は、国内需要が厳しい中、新たな成長を追求するための理念と体系を整備し、限られた需要の獲得と新しい需要の

創造を狙いに、商品力・生産力・営業力の全てにおいて競合他社を凌駕する、感動を分かち合える業界№１の企

業を目指し、一層の企業価値向上のため、「成長戦略による売上高の拡大」「効率性の向上」「企業文化・風土

の融合・昇華」の諸施策を推進してまいります。

３．コーポレート・ガバナンスについて

　当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極

的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの

構築に取り組んでおります。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みの概要

  当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成20年３月28日開催の当

社第58回定時株主総会および平成23年３月25日開催の当社第61回定時株主総会において株主の皆様のご承認を

いただき、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、当社株式の大量

取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、「本プラン」といいます。）を導入し、更新いたしております。

１．本プランへの更新の目的

本プランは、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる

目的をもって改定され更新されたものです。

本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主

の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な時間及び情報を確保す

るとともに、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の

企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。

当社取締役会は、引き続き、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、平成23年３月25日開催の当社第61回定時株主総

会において株主の皆様にご承認いただき、本プランを改定し、更新いたしております。

２．本プランの概要

本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記の１．「本プランへの更

新の目的」を実現するための必要な手続を定めております。

買付者等は、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締

役会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の大量買

付等を行うことができるものとされ、株主の皆様において買収提案に応じるか否かをご判断いただくことにな

ります。

一方、買付者等が、本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の大量買付等を行う場合や、当該買付等

が本プランに定める発動の要件を充たし、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすお

それが合理的根拠をもって明らかであると判断されるような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行

使は原則認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得でき

る旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点における当社を除く全ての株主に対して、新株予約権無償

割当ての方法で割り当てます。

本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の

株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50％まで希釈化され

る可能性があります。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の

恣意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断

を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思

確認のため株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあり

ます。

  こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表または開示を行い、その透明性を確保

することとしております。

３．本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成23年３月25日開催の当社第61回定時株主総会終結後３年以内に終結する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
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但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役（当

社取締役の任期は１年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可

能です。）による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に

従い廃止されるものとします。

  また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の

新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句

の修正を行うことが適切である場合、又は当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、平成23年３月25日開催

の当社第61回定時株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、

又は変更する場合があります。

Ⅳ．上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

１．基本方針の実現に資する取組み（上記Ⅱ．）について

　当社は、上記Ⅱ．に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的

に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とする

ものではないと考えております。

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み（上記Ⅲ．）について

　当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(a) 本プランが基本方針に沿うものであること

　本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または

株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。

(b) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しております。また、経済産業省

に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収

防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

(c) 株主意思を重視するものであること

本プランは、平成23年３月25日開催の当社第61回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、

改定され更新されております。

また、本プランは、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期

間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プラ

ンはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づく

こととなっております。

(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供

　当社は、本プランへの更新にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及

び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として引き続き独立委員会を設置します。

　独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かな

どの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこ

ととします。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判

断の概要については株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範

囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

(e) 合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取

締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
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(f) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止する

ことが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役の任期は１年であり、当社は取締役の期差任

期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行う

ことができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策）でもありません。　

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は11億35百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 149,830,000

計 149,830,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 52,143,948 52,143,948

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

・完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

・単元株式数　100株 

計 52,143,948 52,143,948 － －

　　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 平成24年７月１日～

 平成24年９月30日
－ 52,143,948 － 5,277 － 10,816

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

　 平成24年９月30日現在

 区分  株式数（株）  議決権の数（個）  内容

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式等）
 （自己保有株式）

 普通株式   2,441,100
－

 権利内容に何ら限定の

 ない当社における標準

 となる株式

 完全議決権株式（その他）  普通株式  49,643,700              496,437  同上

 単元未満株式  普通株式      59,148 －  同上

 発行済株式総数            52,143,948 － －

 総株主の議決権 －               496,437 －

 

②【自己株式等】

　 平成24年９月30日現在

 所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数

の合計（株）

 発行済株式総数に

 対する所有株式数

 の割合（％）

㈱イトーキ
大阪市城東区今福東

一丁目４番12号
2,441,100－ 2,441,100 4.6

計 － 2,441,100－ 2,441,100 4.6

 

２【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,741 18,031

受取手形及び売掛金 27,498 23,620

有価証券 672 77

商品及び製品 3,231 3,107

仕掛品 1,705 1,704

原材料及び貯蔵品 1,326 1,385

その他 1,586 1,424

貸倒引当金 △327 △253

流動資産合計 46,435 49,098

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,670 13,446

土地 10,205 10,082

その他（純額） 4,557 4,251

有形固定資産合計 28,433 27,780

無形固定資産

のれん 17 8

その他 778 714

無形固定資産合計 795 723

投資その他の資産

投資有価証券 5,224 4,963

その他 7,596 7,506

貸倒引当金 △862 △859

投資損失引当金 △400 △400

投資その他の資産合計 11,557 11,210

固定資産合計 40,787 39,715

資産合計 87,222 88,813
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,560 18,357

短期借入金 11,161 10,202

未払法人税等 361 486

賞与引当金 297 692

受注損失引当金 85 64

違約金損失引当金 127 127

製品保証引当金 23 35

その他 5,172 6,284

流動負債合計 37,788 36,249

固定負債

長期借入金 3,630 3,137

退職給付引当金 5,903 6,080

役員退職慰労引当金 158 191

製品自主回収関連損失引当金 266 195

負ののれん 11 4

その他 4,499 4,876

固定負債合計 14,469 14,485

負債合計 52,258 50,735

純資産の部

株主資本

資本金 5,277 5,277

資本剰余金 13,020 13,020

利益剰余金 16,066 18,789

自己株式 △1,177 △1,177

株主資本合計 33,187 35,910

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △95 155

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △152 △134

その他の包括利益累計額合計 △247 20

少数株主持分 2,024 2,147

純資産合計 34,963 38,078

負債純資産合計 87,222 88,813
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 65,452 80,330

売上原価 43,697 53,168

売上総利益 21,755 27,161

販売費及び一般管理費 21,275 23,794

営業利益 480 3,367

営業外収益

受取利息 56 42

受取配当金 72 89

負ののれん償却額 7 7

持分法による投資利益 113 －

受取賃貸料 200 157

受取保険金 53 245

その他 214 136

営業外収益合計 717 678

営業外費用

支払利息 136 167

減価償却費 55 49

その他 98 137

営業外費用合計 291 354

経常利益 906 3,691

特別利益

保険解約返戻金 － 55

受取補償金 － 49

貸倒引当金戻入額 31 －

製品自主回収関連損失引当金戻入額 9 68

負ののれん発生益 97 －

その他 7 24

特別利益合計 144 198

特別損失

固定資産除却損 23 34

投資有価証券評価損 81 159

関係会社株式評価損 187 －

特別退職金 1,448 36

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 201 －

災害による損失 285 －

その他 308 42

特別損失合計 2,536 272

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,485 3,617

法人税、住民税及び事業税 342 606

法人税等調整額 △13 △93

法人税等合計 329 512

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,814 3,105

少数株主利益又は少数株主損失（△） △147 133

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,666 2,971
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,814 3,105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △260 251

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △2 18

持分法適用会社に対する持分相当額 1 －

その他の包括利益合計 △260 268

四半期包括利益 △2,075 3,374

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,922 3,240

少数株主に係る四半期包括利益 △152 133
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【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１ 保証債務

次の関係会社について金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
　

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

伊藤喜商貿（上海）有限公司　 伊藤喜商貿（上海）有限公司　

69百万円（５百万元） 94百万円（７百万元）

Itoki(Thailand)Co.,LTD. 　 Itoki(Thailand)Co.,LTD.　

49百万円（20百万タイバーツ） 50百万円（20百万タイバーツ）

  

２ 受取手形割引高
　

  
前連結会計年度

（平成23年12月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

受取手形割引高 1,341百万円 2,241百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
　

　
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年１月１日
至  平成23年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日
至  平成24年９月30日）

減価償却費 1,905百万円 1,877百万円

　

　

EDINET提出書類

株式会社イトーキ(E02371)

四半期報告書

15/20



（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日　至 平成23年９月30日）

配当金支払額 

（決　議）
株式の

種　類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月25日

定時株主総会
普通株式  248 5 平成22年12月31日平成23年３月28日利益剰余金

  

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日　至 平成24年９月30日）

配当金支払額 

（決　議）
株式の

種　類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月28日

定時株主総会
普通株式 248 5 平成23年12月31日平成24年３月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日  至 平成23年９月30日）　

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　 　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

オフィス
関連事業

設備機器
関連事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 36,09126,73962,8302,62165,452 － 65,452
セグメント間の内部
売上高又は振替高

7 16 23 5 29 △29 －

計 36,09826,75562,8542,62765,481△29 65,452

セグメント利益

又は損失（△)
1,350 △717 632 △152 480 － 480

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業

及び保守サービス事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。　

　

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日  至 平成24年９月30日）　

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 

オフィス
関連事業

設備機器
関連事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 38,73439,11877,8522,47780,330 － 80,330
セグメント間の内部
売上高又は振替高

10 21 31 5 37 △37 －

計 38,74439,13977,8832,48380,367△37 80,330

セグメント利益 2,635 728 3,363 3 3,367 － 3,367

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業

及び保守サービス事業等を含んでおります。　

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。　

　

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）
△33円53銭 59円79銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額

又は四半期純損失金額（△）（百万円）
△1,666 2,971

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額

又は四半期純損失金額（△）（百万円）
△1,666 2,971

普通株式の期中平均株式数（千株） 49,704 49,702

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日）

（子会社の吸収合併）

　当社は、平成24年８月27日開催の取締役会において、当社の100％子会社である株式会社イトーキエスアンドエ

スを吸収合併することを決議し、平成24年11月１日付で同社を吸収合併いたしました。

(1）合併の目的

　グループ全体最適を目指した経営資源及び業務の効率化をはかり、企業価値向上のために、当社の業務受託・

事務用品販売を主な事業とする株式会社イトーキエスアンドエスを吸収合併いたしました。　

(2）合併の方法、合併後の会社の名称

　当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社イトーキエスアンドエスは解散し、合併後の存続会社の

名称は株式会社イトーキであります。　

(3）合併比率及び合併交付金

　当社は、株式会社イトーキエスアンドエスの全株式を所有しており、本合併による資本金の増加及び株式その

他の金銭等の割当はありません。　

(4）被合併会社の直近の経営成績及び財政状態

　
平成23年

11月期

平成23年

12月期（注）

　売上高 　227百万円 　26百万円

　営業利益 　12百万円 　3百万円

　経常利益　 　9百万円 　3百万円

　当期純利益 　5百万円 　2百万円

　総資産 　366百万円 　361百万円

　純資産 　151百万円 　153百万円

（注）平成23年度に決算期を12月に変更したため、１ヶ月決算の数値となっております。

(5）会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を実施する予定であります。

　

　

２【その他】

  該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月12日

株式会社イトーキ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡部　　健　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神前　泰洋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イトーキ

の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イトーキ及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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